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※１

※

上記３～４のいずれかと同等の能力と経験を有する者※１

競争参加要件

手持ち業務量

手持ち業務量が、以下の①に該当しないこと。

①1件500万円以上の管理技術者又は担当技術者として従事している手持ち業務について契約件数の合計が10件以上。
なお、手持ち業務に「低入札価格調査対象業務」が1件でも含まれる場合は、上記①の件数を5件以上とする。

受注者名） 計画エンジニヤリング（株）

業務名）

予定管理
技術者に
求める事

項

審査基準

審査基準日において、次に示す１～８のいずれかの技術者資格を有する者であること。

技術士 総合技術監理部門 建設－土質及び基礎

技術士 総合技術監理部門 応用理学－地質

技術士 建設部門 土質及び基礎

技術士 応用理学部門 地質

RCCM 地質

RCCM 土質及び基礎

地質調査技士

技術者資格

同種業務

審査基準日において、平成22年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した業務において、次に示す同種業務の経験
を有すること。

土質及び基礎 地下構造物

基礎構造

土質及び基礎 土構造

地質 地質（岩盤）

土質及び基礎 地盤（土質）調査

競争参加資格要件等一覧表
常磐自動車道　土浦スマートＩＣ土質地質調査

調達手続の概要

競争契約の方法 条件付一般競争入札方式

落札者の決定方法 総合評価落札方式

見積活用方式の対象

評価値の算出方法 加算方式

無

審査時期 事前審査

調査等名

審査基準日において、次に掲げる基準を満たす技術者を、本件業務に配置できる者であること。

業務実績情報システム（以下、「テクリス」という。）の業務実績データ（技術データ）で次のいずれかのデータ登録を行って
いる者。または、同等の契約実績のある者であること。

土質及び基礎

土質及び基礎 基礎構造

土質及び基礎

業務実績情報システム（以下、「テクリス」という。）の業務実績データ（技術データ）で次のいずれかのデータ登録を行って
いる者。または、同等の契約実績のある者であること。

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３

土質及び基礎 地盤（土質）調査

競争参加
資格未資
格者

施工管理（調査
等）業務の受注
者

業務名） 首都圏中央連絡自動車道　つくば工事区施工管理業務Ⅱ

土構造

土質及び基礎 地下構造物

業務分野 業務段階１ 業務段階２ 業務段階３

地質・土質調査

審査基準日において、平成22年度以降に公共発注機関※から直接仕事を受ける企業（以下、「元請」という）として完成及
び引渡しが完了した業務において、次に示す同種業務の実績を有すること。

※公共発注機関とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人、建設業法施行規則第十八条で規定す
る国土交通省令で定める法人又は外国政府機関をいう。

下記に示す業種区分の「令和 ７・８ 年度競争参加資格」を有する者であること。

入札ボンド 対象外

履行ボンド 対象

その他 -

業種区分

企業に求
める事項

審査基準

同種業務

地質 地質（岩盤）

上記５に示す、「同等の能力と経験を有する者」とは、外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締
約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の企業に所属する技術者に限る）にあって、あらかじめ技術
士相当との旧建設大臣認定または国土交通大臣認定を受けている技術者をいう。

上記の資格について、現在の資格名称等（部門名称等を含む。以下同じ。）と過去の資格名称等が異なる場合は、
当該資格の認定機関にて資格名称等の内容に相異が無いことが確認できること。

首都圏中央連絡自動車道　つくば工事区施工管理業務Ⅰ 受注者名） 開発虎ノ門コンサルタント(株)

業務実施体制

業務実施体制が、以下の①及び②のいずれにも該当しないこと。

①再委任の内容が「主たる部分」若しくは「秘密情報及び個人情報」の処理に係る場合。
②業務の分担構成が不明瞭、又は不自然である場合。
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上記３～４のいずれかと同等の能力と経験を有する者※１

上記５に示す、「同等の能力と経験を有する者」とは、外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締
約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の企業に所属する技術者に限る）にあって、あらかじめ技術
士相当との旧建設大臣認定または国土交通大臣認定を受けている技術者をいう。

地質調査技士

RCCM 土質及び基礎

RCCM 地質

建設部門 土質及び基礎

技術士 応用理学部門 地質
予定現場
作業責任
者に求め
る事項

上記の資格について、現在の資格名称等（部門名称等を含む。以下同じ。）と過去の資格名称等が異なる場合は、
当該資格の認定機関にて資格名称等の内容に相異が無いことが確認できること。

契約履行要件
（契約後に技術
者を配置するた
めの要件：調達
手続き中の配
置は不要）

技術者資格に関する契約履行要件等一覧表【配置予定技術者に契約後に求める要件】
配置基準 契約締結日において、次に掲げる基準を満たす技術者を、本件業務に配置できること。

技術者の配置 必要

技術者資格

審査基準日において、次に示す１～８のいずれかの技術者資格を有する者であること。

技術士 総合技術監理部門 建設－土質及び基礎

技術士 総合技術監理部門 応用理学－地質

技術士



技術評価項目及び技術評価基準
技術評価を行うため競争参加者に提出を求める競争参加資格確認申請書の作成、技術評価項目、評価基準及び配点は次のとおりとする。

評価点 配点

配点 係数

(20点) a

評価点 配点

5点

0点

評価点 配点

5点

0点

評価点 配点

配点 係数

(15点) a

（評価点の算定値は小数第４位以下を切り捨てとする）

◇留意事項

１．業務評定点が90点以上の場合、業務評定点を90点とする。

２．業務評定点が70点以下、又は業務評定点が確認できない場合は、業務評定点を70点とする。

総合評価落札方式 技術評価点（満点）
（注１） 100点

評価項目 評価基準

競争参加者
の経験及び

能力
実績等

競争参加者
の同種業務

実績

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準

評価点= ×

0～20
点

係数 a の設定は下記のとおり

同種業務の受渡しが令和
4年4月1日以降である場
合

同種業務の受渡しが令和
2年4月1日から令和4年3
月31日までの間の場合

同種業務の受渡しが平成
27年4月1日から令和2年3
月31日までの間の場合

同種業務実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本又はNEXCO西日本の
発注業務

1.00 0.50 0.25

同種業務実績が国土交通省、首
都高速道路株式会社、本州四国
連絡高速道路株式会社又は阪神
高速道路株式会社の発注業務

0.50 0.25 0.12

上記に該当しない 0.00

競争参加者
の経験及び

能力
実績等

競争参加者
の履行対象
地域での業
務実績

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。
評価基準

平成22年4月1日以降に履行対象地域（茨城県内）で業務を行
い、公共発注機関等に受渡しが完了した同種業務の実績につ
いて評価する。

①実績がある
5点

②上記に該当しない

競争参加者
の経験及び

能力
実績等

競争参加者
のワーク・ライ
フ・バランス
関連制度認
定の取得

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準

審査基準日において、次の制度認定の取得状況について評
価する。

1)女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業（1段階目
/2段階目/3段階目）・プラチナえるぼし認定企業）
2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企
業（平成29年3月31日までの基準/平成29年4月1日～令和4年
3月31日までの基準/令和4年4月1日以降の基準）・トライくるみ
ん認定企業・プラチナくるみん認定企業）
3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユース
エール認定企業）

①左記の1)から3)の認定のうち1つ以上を取得している

5点

②左記の1)から3)のいずれも認定を取得していない

0.50 0.25

同種業務実績が国土交通省の発
注業務

0.50 0.25 0.12

15点

20

係数 a の設定は下記のとおり

同種業務の受渡しが令和
4年4月1日以降である場
合

同種業務の受渡しが令和
2年4月1日から令和4年3
月31日までの間の場合

同種業務の受渡しが平成
27年4月1日から令和2年3
月31日までの間の場合

同種業務実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本又はNEXCO西日本の
発注業務

1.00

評価点= × ×
（同種業務実績の業務評定点-70)

0～15
点

上記に該当しない 0.00

競争参加者
の経験及び

能力
成績・表彰等

競争参加者
の同種業務

の成績

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準

20点



評価点 配点

配点 係数

(5点) a

◇留意事項

　　なお、「優秀業務」および「優良業務」とは、それぞれ各支社が規定する優秀工事等表彰における表彰区分をいう。

２．平成28年度以前に表彰を受けた業務のうち、「環境調査」「交通量調査・解析」「気象関係調査」のいずれかは「環境関連調査」と、

　　「標識設計」「造園設計」のいずれかは「その他土木設計」と、「電気設備設計」「通信設備設計」「機械設備設計」のいずれかは「施設設備設計」と、

　　「権利調査」「土地評価調査」「物件等調査」「事業損失関係調査」のいずれかは「補償関連調査」とそれぞれ同一業種区分とする。

３．なお、複数表彰実績がある場合の評価は、合算評価せず、提出された表彰実績のうち最も高い表彰実績で評価する。

評価点 配点

15点

7.5点

評価点 配点

配点 係数

(20点) a

0点

評価点 配点

5点

0点

評価点 配点

配点 係数

(10点) a

（評価点の算定値は小数第４位以下を切り捨てとする）

◇留意事項

１．技術者評定点が90点以上の場合、技術者評定点を90点とする。

２．技術者評定点が70点以下、又は同種業務実績の従事役職及び従事役職での技術者評定が確認できない場合は、技術者評定点を70点とする。

（注１）技術評価点は、上記技術評価項目及び評価基準に基づく配点（満点100点）を技術評価点の配点（満点60点）に換算するときに算定された小数点4位以下を切捨てた値とする。

競争参加者
の経験及び

能力
成績・表彰等

競争参加者
の同一業種
区分におけ
る表彰実績

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準

評価点= ×

0～5点 5点

係数 a の設定は下記のとおり

表彰日が令和4年4月1日
以降である場合

表彰日が令和2年4月1日
から令和4年3月31日まで
の間の場合

表彰日が平成27年4月1日
から令和2年3月31日まで
の間の場合

0.00

同一業種区分においてNEXCO東日
本の社長表彰又は優秀業務の実
績

1.00 0.50 0.25

同一業種区分においてNEXCO東日
本の優良業務の実績

0.50 0.25 0.12

上記に該当しない

配置予定管
理技術者の
経験及び能

力

資格・実績等
配置予定管
理技術者の
技術者資格

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準

技術部門・科目・種類に応じ評価する。

外国資格を有する技術者を予定する場合は、あらかじめ技術
士相当又はRCCM相当と旧建設大臣認定又は国土交通大臣
認定を受けている者を評価する。

①競争参加資格要件等一覧表に記載する「競争参加
要件_予定管理技術者に求める事項_技術者資格」の１
～５に該当する

15点②競争参加資格要件等一覧表に記載する「競争参加
要件_予定管理技術者に求める事項_技術者資格」の６
～８に該当する

③上記に該当しない 不適

１．NEXCO東日本からの表彰を受けた優秀業務等で、かつ、競争参加資格における業種区分が本業務と同一である場合に評価する。

評価点= ×

0～20
点

係数 a の設定は下記のとおり

同種業務の受渡しが令和
4年4月1日以降である場
合

同種業務の受渡しが令和
2年4月1日から令和4年3
月31日までの間の場合

同種業務の受渡しが平成
27年4月1日から令和2年3
月31日までの間の場合

同種業務実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本又はNEXCO西日本の
発注業務

1.00 0.50

0.50 0.25

同種業務実績が国土交通省の発
注業務

0.50 0.25 0.12

10点

20

係数 a の設定は下記のとおり

同種業務の受渡しが令和
4年4月1日以降である場
合

同種業務の受渡しが令和
2年4月1日から令和4年3
月31日までの間の場合

同種業務の受渡しが平成
27年4月1日から令和2年3
月31日までの間の場合

同種業務実績がNEXCO東日本、
NEXCO中日本又はNEXCO西日本の
発注業務

1.00

評価点= ×

上記に該当しない 0.00

配置予定管
理技術者の
経験及び能

力

成績等

配置予定管
理技術者の
同種業務の

成績

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準

×
（同種業務実績の技術者評定点-70)

0～10
点

評価基準

平成22年4月1日以降に履行対象地域（茨城県内）で業務を行
い、公共発注機関等に受渡しが完了した同種業務の実績につ
いて評価する。

①実績がある
5点

②上記に該当しない

0.25

同種業務実績が国土交通省、首
都高速道路株式会社、本州四国
連絡高速道路株式会社又は阪神
高速道路株式会社の発注業務

0.50 0.25 0.12

上記に該当しない 0.00

20点

配置予定管
理技術者の
経験及び能

力

資格・実績等

配置予定管
理技術者の
履行対象地
域での業務

実績

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

配置予定管
理技術者の
経験及び能

力

資格・実績等

配置予定管
理技術者の
同種業務経

験

提出された技術資料を下表の評価基準に基づき評価する。

評価基準


